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１　沿　革

　わが国の民間航空貨物輸送は、昭和２２年のアメ
リカ航空会社の国内乗入れを機に開始され、以
降、ほぼ一貫して増加してきた。とりわけ５０年代
以降は、航空機の大型化に伴う輸送効率向上によ
り急増し、５０年度と平成１２年度の輸送量を比較す
ると、国内貨物が１６．５万トンから９３．０万トンへと
５．６倍、国際貨物が２９．８万トンから２９２．７万トンと
９．８倍になっている（図表１参照）。
　こうしたなか、わが国の航空貨物代理店業は、
昭和２３年に京阪神急行電鉄（現阪急電鉄）、近畿
日本鉄道、西日本鉄道が航空会社との間で航空機
の貨物スペースの販売代理店契約を締結したこと
に始まり、その後、航空貨物輸送の順調な増加と
ともに成長を遂げてきた経緯がある。
２　航空貨物の特徴

　貨物輸送量全体に占める航空貨物の比率は、海
上輸送と比べコストがかさむこともあり、重量
ベースでは国内貨物輸送で０．０２％、国際貨物輸送

　ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ　 業 種 の 特 色
でも０．３３％にすぎない（図表２、３参照）。しか
し、金額ベースでは相当のウェイトを占めてお
り、国際貨物の場合、航空貨物の比率は全体の
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◆事業内容……参入企業は、貨物運送取扱事業法、航空法などの許可、届出を必要とし、数のうえ
で限られている。そのなかで、航空貨物輸送専業者と、陸運・海運・倉庫などの物流関連業務
を本業とする兼業者が混在している。また、取扱貨物の種類により、国内貨物取扱業者と国際
貨物取扱業者に分かれ、さらに利用航空運送業と航空運送代理店業といった事業分野の違いに
よる業者の区分もあり、対象企業の事業内容を十分に把握する必要がある。

◆営業基盤……安定荷主を確保しているか、また、その取引関係は良好か確認する。
◆荷主の需要変化への対応力……設備面で充実した国内外の営業・物流拠点網の拡充や、梱包作業
の代行等の周辺サービスへの取組み、貨物情報システムのレベルアップなどを進めているか調
べる。

図表１　航空貨物輸送実績の推移
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（注）　１．国土交通省資料による。
　　　２．（　）内は昭和５０年度を１００とした数字である。
（資料）　物流問題研究会編「日本物流年鑑　２０００」１１７頁（㈱

ぎょうせい）
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３３．３％となっている（図表４参照）。航空貨物の
取扱品目をみると、事務用機器、電子部品といっ
た陳腐化が早く、輸送にスピードを要求される貨
物が多く、これら機械機器が全体の約７割を占め
ている。

�

１　業　況

�　事業者の概要

　ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ　 業 界 動 向

229

602　●　航空貨物代理店

図表２　輸送機関別国内貨物輸送量（重量ベース）  （単位：千トン、％）

航　空内航海運自動車鉄　道合　計

　１９２　４５２，０５４４，３９２，８５９　１８０，６１６５，０２５，７２１昭５０年度
　３２９　５００，２５８５，３１７，９５０　１６２，８２７５，９８１，３６４５５
（４．３）　（△２．８）　（△１．１）　（△９．４）　（△０．５）
　５３８　４５２，３８５５，０４８，０４８　　９６，２８５５，５９７，２５６６０
（８．２）　　（０．５）　（△１．３）　（△７．２）　（△１．３）
　８７４　５７５，１９９６，１１３，５６５　　８６，６１９６，７７６，２５７平２　
（５．７）　　（６．９）　　（３．８）　　（４．６）　　（４．１）
　８５９　５２８，８４１５，８２１，５３７　　７９，２５９６，４３０，４９６５
（０．６）　（△２．１）　（△４．６）　（△３．８）　（△４．４）
　９１０　５５５，７６４５，８１０，３７４　　７８，９４８６，４４５，９９６６
（５．９）　　（５．１）　（△０．２）　（△０．４）　　（０．２）
　９６０　５４８，５４２６，０１６，５７１　　７６，９３２６，６４３，００５７
（５．５）　（△１．３）　　（３．５）　（△２．６）　　（３．１）
１，００２　　５４６，９０９６，１７７，２６５　　７３，５５８６，７９８，７３４８
（４．４）　（△０．３）　　（２．７）　（△４．４）　　（２．３）
１，０１４　　５４１，４３７６，０６５，３８４　　６９，２２８６，６７７，０６３９
（１．２）　（△１．０）　（△１．８）　（△５．９）　（△１．８）
１，０１５　　５１６，６４７５，８１９，８８１　　６０，３６９６，３９７，９１２１０
（０．１）　（△４．６）　（△４．０）　（△１２．８）　（△４．２）
１，０６１　　５２２，６０２５，８６３，２５９　　５８，６８５６，４４５，６０７１１
（４．５）　　（１．２）　　（０．７）　（△２．８）　　（０．７）
１，１０３　　５３７，０２１５，７７３，６１９　　５９，２７４６，３７１，０１７１２
（４．０）　　（２．８）　（△１．５）　　（１．０）　（△１．２）

（注）　１．航空は、定期航空運送事業および不定期航空運送事業にかかわる輸送の合計である。
　　　２．（　）内は対前年比伸び率（％）を示す。
　　　３．昭和６２年度以降の自動車は軽自動車による輸送を含む。
　　　４．自動車は、平成６年度について７年１～３月の兵庫県の数値が含まれていない。
（資料）　物流問題研究会編「数字でみる物流２００２」１頁（�日本物流団体連合会）

図表３　わが国の国際貨物輸送量（重量ベース）  （単位：千トン）

b／（a＋ b）
×１００（％）

航　空　貨　物海　上　輸　送

年　度 指　数
（５５年＝１００）

合計（b）輸　入輸　出
指　数

（５５年＝１００）
合　計（a）輸　入輸　出

０．０８１００　　５３１　　２５０　　２８１１００６８２，１２９６０５，６３５　７６，４９４昭５５　
０．１３１６４　　８７３　　４０２　　４７１　９９６７４，８０２５９２，９９９　８１，８０３６０
０．２０２９８１，５８１　　８５１　　７３０１１３７６９，７２７６９９，３０７　７０，４２０平２　
０．２０２９１１，５４４　　８６８　　６７５１１５７８５，４９３６９９，８７７　８５，６１６４
０．２２３２３１，７１７１，０１２　　７０５１１７７９５，８８６７０４，８６７　９１，０１９５
０．２４３７６１，９９７１，１８９　　８０８１２１８２８，４３５７３３，０８８　９５，３４７６
０．２５４００２，１２６１，２８９　　８３７１２５８５４，２１８７５６，８３５　９７，３８３７
０．２６４２０２，２３０１，２８０　　９５０１２５８５２，７１０７５７，９３０　９４，７８０８
０．２８４６１２，４５０１，３０２１，１４８１２９８７７，８４０７７５，９０８１０１，９３２９
０．２９４４８２，３８０１，２６９１，１１１１２２８３１，１２２７３０，２１７１００，９０５１０
０．３２５２２２，７７３１，４８８１，２８６１２５８５０，８５０７４８，８５５１０１，９９５１１
０．３３５５１２，９２７１，６０９１，３１８１３０８８９，７３７７８８，００２１０１，７３５１２

（資料）　物流問題研究会編「日本物流年鑑　２００２」１１８頁（㈱ぎょうせい）



　航空貨物代理店はその事業内容により、利用航
空運送事業者と航空運送代理店事業者に分けられ
る。
①　利用航空運送事業者……利用航空運送事業者
は混載貨物専門業者（フォワーダー）と呼称さ
れる。航空会社からあらかじめ貨物スペースを
確保し、各荷送人から集荷した貨物をまとめ
て、その貨物スペースに混載している。混載業
者は航空貨物の運賃が重量逓減制であることを
利用して、各荷送人から収受した運賃と航空会
社へ支払う運賃との差額を利益としている。な
お、利用航空運送事業を行うには、貨物運送取
扱事業法に基づき国土交通大臣から事業の許可
を受ける必要がある。

②　航空運送代理店事業者……航空運送代理店事
業者とは、航空会社の運送契約締結の代理を行
う事業で、荷送人から航空貨物輸送案件を受注
し、そのつど航空会社に取り次いでいる。航空
会社のかわりに航空運送状の発行、航空運賃の
授受、航空会社への貨物の搬入の手配等を行
い、航空会社より運賃の一部を手数料として受
け取っている。なお、航空運送代理店事業を営
むには、航空法に基づき国土交通大臣への届出
が必要となる。

　現在では、代理店形式から混載形式への移行が
進んでおり、航空貨物に占める混載形式のウェイ
トは約９割を占めるに至っている。
�　事業者数
　国土交通省の調べによると、平成１４年３月末時

点における利用航空運送事業者の数は、以下のと
おりとなっている。
①　国内利用航空運送事業者……５６社
②　国際利用航空運送事業者……６３社
　参入企業をみると、陸運、海運、旅行、鉄道、
倉庫、通関といった運輸業者、これら運輸業者の
関連会社および商社・メーカーなどさまざまであ
る。参入企業の事業内容の構成をみると、陸運・
倉庫などの比重の高い兼業型と航空貨物主体の専
業型があるが、兼業型が圧倒的に多くなってい
る。
　航空運送代理店事業者については、正確な数は
不明だが、国内航空貨物の場合、航空運送代理店
事業のみを手がける業者はほとんど存在せず、利
用航空運送事業者が代理店も兼ねているケースが
大半である。一方、国際航空貨物の場合、取扱貨
物量が小さい数十社程度の業者が、航空運送代理
店事業のみを手がけている。
　また、国際航空貨物を取り扱う業者には国際宅
配便業者（DHLジャパン、フェデラル・エクス
プレス・ジャパンなど）も存在するが、書類や小
口貨物が中心であるうえ、重量ベースで国際航空
貨物全体の２％弱にすぎず、国際航空貨物の取扱
いにおいては利用航空運送事業者が中心的な役割
を担っているといえる。
�　市場規模
　国土交通省の調べによると、平成１２年度の市場
規模は、国内・国際航空貨物合算で６，７０１億円で
ある（調査対象：日系利用航空運送事業者１０６
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図表４　わが国の国際貨物輸送量（金額ベース）  （単位：１０億円）

b／（a＋ b）
×１００（％）

航　空　貨　物海　上　輸　送

年　度 指　数
（５５年＝１００）

合計（b）輸　入輸　出
指　数

（５５年＝１００）
合計（a）輸　入輸　出

　８．６１００　５，２６８　２，７６１　２，５０７１００５６，２６８２８，７１６２７，５５２昭５５　
１１．６１５４　８，１２１　３，９３３　４，１８８１１０６１，６９０２５，１４７３６，５４３６０
１９．６２７４１４，４５８　７，５７１　６，８８７１０５５９，２０９２３，３９９３５，８１０平２　
１９．８２４８１３，０６３　６，１２３　６，９４０　９４５３，０００２０，３２７３２，６７３４
１９．２２５４１３，４０２　６，０５９　７，３４３１００５６，３３７２２，９３０３３，４０７５
２１．３３０３１５，９６１　７，１３０　８，８３１１０５５９，０６０２５，８２０３３，２４０６
２６．１３７１１９，５７０　９，０１６１０，５５４　９９５５，４５２２３，９３７３１，５１５７
２６．３４２８２２，５５０１０，５５１１１，９９９１１２６３，１３３２９，０８３３４，０５１８
２７．８４８３２５，４１９１１，１１３１４，３０６１１７６５，９６９２８，８６５３７，１０４９
２８．１４４７２４，５６１１０，８０１１３，７６０１０７６０，２８２２４，５９３３５，６９０１０
３１．２５０４２６，５３８１１，０７８１５，４６０１０４５８，４６２２５，３７４３３，０８８１１
３３．３５９８３１，４７９１３，３５７１８，１２２１１２６３，０１５２９，０９２３３，９２３１２

（資料）　物流問題研究会編「日本物流年鑑　２００２」１１８頁（㈱ぎょうせい）



社）。
２　業界主要企業の紹介・分析

　主要業者については図表５、６に示す。国内航
空貨物では、日本通運、ヤマト運輸、佐川航空、
西武運輸の上位４社で７割近くの取扱量シェアを
占めているもようである。そのなかでも、日本通
運が、国内全域にわたる営業網を背景に、全体の
３割を超えるトップシェアを維持している。

　国際輸出航空貨物でも、日本通運が最大手で、
それに続く郵船航空サービス、近鉄エクスプレス
の２社と合算すると、上位３社の取扱量シェアは
５割近くに達する（図表６参照）。
３　需給動向

�　輸送量
　航空貨物輸送量は、昭和５０年代の航空機の
ジェット化・大型化による輸送効率の向上や、６０
年代以降のプラザ合意を境とした輸出の拡大、内
需の盛上りなどを背景に、国内・国際貨物とも大
幅な増加を続けてきた。その後も、景気変動によ
る短期的な振れを伴いつつも、荷主の高速輸送
サービスに対するニーズの高まりや、情報化投資
の拡大に伴う IT 関連材（電子部品、パソコン等）
の輸送需要の盛上りを追い風として、拡大基調を
たどっている。
　今後についても、航空貨物輸送量は、高速輸送
サービスへのニーズが一段と高まることが予想さ
れるため、堅調な増加が期待できる。
�　新規参入動向
　これまで、利用航空運送事業を始めるには、免
許を取得する必要があったうえ、まずは航空運送
代理店事業者として２～３年の経験を積み、年間
の最低取扱量基準を満たすことなどが条件付けら
れていたが、平成２年に参入が免許制から許可制
へと緩和されたほか、９年には経験年数要件や最
低取扱量基準も廃止されるなど、規制緩和が進展
したことから、参入が活発化、２年度から１３年度
にかけて、国内利用航空運送事業者は１５社、国際
利用航空運送事業者は２９社増加している。
　これら新規参入業者のなかには、集荷量の拡大
をねらって低運賃攻勢をかける業者も少なくな
く、既存業者も、対抗値下げを行わざるをえない
状況となっている。このため、各社が荷主から受
け取る運賃は、低下傾向をたどっている。
４　課題と展望

　このように、航空貨物代理店間の競争が厳しさ
を増すなかで、各社が業績の維持・拡大を図って
いくための課題を、以下に列挙してみた。
�　設備面で充実した国内外ネットワークの拡充
　荷主の事業展開に応じて、集配や倉庫機能を備
えた大型の営業・物流拠点網を国内外に充実させ
ていくことが必要である。とりわけ、大手荷主の
取込みには、海外拠点網の充実により国際物流へ
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図表５　主な国内利用航空運送事業者

本社所在地会　　社　　名

東　京　アイシーエクスプレス㈱
旭　川　旭川通運㈱
大　阪　伊藤勝㈱
東　京＊インターナショナルエクスプレス㈱
東　京　エフアンドエイチエアエクスプレス㈱
岡　山　岡山県貨物運送㈱
岡　山　岡山通運㈱
那　覇　沖縄エアカーゴサービス㈱
那　覇　沖縄空輸㈱
那　覇　�沖縄通関社
那　覇　沖縄日通エアカーゴサービス㈱
鹿児島　鹿児島海陸運送㈱
北九州　九州航空㈱
熊　本　九州産交運輸㈱
東　京　㈱近鉄ロジスティクスシステムズ
大　阪　㈱合通
東　京　国際空輸㈱
東　京　佐川航空㈱
札　幌　札幌通運㈱
大　垣　西濃運輸㈱
東　京＊西武運輸㈱
仙　台　仙台運送㈱
山　形　第一貨物㈱
那　覇　大栄空輸㈱
新　潟　中越運送㈱
高　岡　トナミ運輸㈱
名　瀬　名瀬港運㈱
新　潟　新潟運輸㈱
福　岡　西鉄運輸㈱
東　京　日本空輸㈱
東　京＊日本通運㈱
福　岡　初村第一倉庫㈱
大　阪　㈱阪急カーゴサービス
広　島　広島運輸㈱
東　京　㈱丸運
横　浜　丸全昭和運輸㈱
釧　路　三ツ輪運輸㈱
宮　崎　宮崎中央運輸㈱
東　京　名鉄ゴールデン航空㈱
東　京　ヤマト運輸㈱
那　覇　（資）琉球通運航空

（注）　＊印は国際併業。
（資料）　�航空貨物運送協会の資料から筆者作成。
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図表６　主な国際利用航空運送事業者と平成１４年の輸出混載貨物取扱実績 （単位：トン、％）

シェア前年比重量会社名
　２１．９１０８．５２１７，８４２日本通運㈱
　１２．０１２３．９１１９，１９７郵船航空サービス㈱
　１１．８１２０．３１１７，５９０㈱近鉄エクスプレス
　　５．６１１７．７　５５，６２２西日本鉄道㈱
　　５．１１０９．８　５１，１５４㈱阪急交通社
　　３．３１３０．２　３３，３１８エメリーワールドワイドジャパン㈱
　　３．１１２２．５　３１，２２５商船三井ロジスティクス㈱
　　２．９１１９．９　２８，６４１ヤマトグローバルフレイト㈱
　　２．７１２９．２　２７，２９６㈱日新
　　２．５１１０．２　２５，２４６東急エアカーゴ㈱
　　２．４１１０．２　２３，４７０エクセルジャパン㈱
　　１．８１１７．５　１８，０６５川崎航空サービス㈱
　　１．７１３９．９　１７，１３０日立物流㈱
　　１．５２３７．１　１５，１９８ソニーロジスティックス㈱
　　１．５　８６．７　１４，４９２ダンザス丸全㈱
　　１．４１１９．１　１４，１６５スズヨフリッツロジスティックサービス㈱
　　１．４１１５．２　１４，１５５阪神エアカーゴ㈱
　　１．３１６２．５　１３，０７１アイロジスティクス㈱
　　１．２　８８．１　１２，３２５西濃シェンカー㈱
　　１．２１３５．５　１１，４６４バックスグローバルジャパン㈱
　　０．９　８８．６　　９，０５７エアボーンエクスプレス㈱
　　０．９１１７．９　　８，５９５キューネアンドナーゲルジャパン㈱
　　０．８１１９．７　　８，２７７ユナイテッド航空貨物㈱
　　０．８１７３．５　　７，９３８㈱ホンダエクスプレス
　　０．８　８７．１　　７，８０６ディーエイチエルジャパン㈱
　　０．８１２５．５　　７，５３２東京エアーサービス㈱
　　０．７　８３．４　　６，７２６イージーエルジャパン㈱
　　０．７１２０．４　　６，６６０㈱ジェイティービーカーゴ
　　０．６　９６．３　　６，２９８エクスペダイターズジャパン㈱
　　０．６１１５．３　　６，１６０山九㈱
　　０．６１１１．１　　５，９３７㈱南海エクスプレス
　　０．６１０６．６　　５，８０２エヌイーシーロジスティクス㈱
　　０．６　９７．９　　５，５９３ユニトランス㈱
　　０．５１２２．５　　４，９０９ジオロジスティックス㈱
　　０．４　９２．６　　４，４２６㈱バンテック
　　０．４　７８．８　　４，３７７ケイヒン航空㈱
　　０．４　９３．６　　３，９５３名鉄観光サービス㈱
　　０．４１１２．７　　３，９２１㈱住友倉庫
　　０．３１２２．２　　２，６６０東京航空貨物㈱
　　０．２１１１．５　　２，２４９名港海運㈱
　　０．２１２６．９　　１，７７１西武運輸㈱
　　０．２１２４．７　　１，６６２インターナショナルエクスプレス㈱
　　０．２１７４．６　　１，６３７富士ゼロックス流通㈱
　　０．１　８８．３　　１，４８１芙蓉エアカーゴ㈱
　　０．１１１４．９　　１，４７６澁澤倉庫㈱
　　０．１１０９．０　　１，４６６ジャスフォワーディングジャパン㈱
　　０．１１１７．７　　１，４３６㈱泰運商会
　　０．１　９８．２　　１，４２６佐川通関㈱
　　０．１１１７．０　　　　９７７ネットインターナショナル㈱
　　０．１１０３．６　　　　７４９セントラルエクスプレス㈱
　　０．１　　　―　　　　６５６伊勢湾海運㈱
　　０．１１０７．５　　　　５４２上組航空サービス㈱
　　０．０　　　―　　　　４２９マツダエース㈱
　　０．０　　　―　　　　２４７㈱アルプス物流
　　０．０１０３．６　　　　１５４㈱ヤマタネ
　　０．０　　　―　　　　　３２濃飛倉庫運輸㈱
１００．０１１５．８９９５，９５４合計

（注）　１．ユナイテッド航空貨物㈱はグループ混載会社で、㈱エアロ航空、㈱東洋トランス、内外日東㈱、丸運国際フレート㈱、三
井倉庫㈱が加盟している。

　　　２．上記個別企業は IATA貨物代理店でもある。
（資料）　「月刊CARGO（２００３年２月号）」７８～８３頁（㈱海事プレス社）



対応していくことが必要となる。
�　周辺サービスの拡充
　近年、荷主の間では、輸送、荷役、保管といっ
た基本的な物流業務だけではなく、商品の梱包、
簡単な部品の組立てのような一部の加工業務など
まで外部に委託したいというニーズも高まってい
る。こうしたなか、受注獲得を有利に進めていく
には、物流拠点等にこうした周辺サービスを行う
ための、施設や人員の整備を進めていくことも重
要となってくるとみられる。
�　貨物輸送情報システムの機能強化
　荷主の間では、最適生産の実現や余剰在庫の圧
縮に向け、貨物の輸送状況をきめ細かく把握した
いとするニーズが高まっている。これに対応すべ
く、荷主がインターネットを通じて貨物の所在等
の情報を確認できるようにしたり、貨物情報の追
跡可能ポイントをよりきめ細かく設定するなど、
情報システムのレベルアップを図ることも必要で
ある。

�

１　運賃制度

　航空貨物運賃は航空運送代理店業者が取り扱う
場合、航空会社所定の運賃が適用されるが、利用
航空運送業者の場合は、国土交通大臣に届出のう
え各社独自に運賃の設定を行う。なお、運賃の届
出は運賃変更の３０日前に行う必要がある。ただ
し、大口先に対する割引運賃は認められている。
２　航空貨物の流れ

　国内航空貨物の流れは図表７、国際航空貨物の
流れは図表８に示す。
　国際航空貨物は間に通関手続が入ることが、国
内航空貨物の場合との大きな違いである。
　国際航空貨物では、高度な業務知識と経験が要

　ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ　 業 務 知 識

求され、大手兼業者を除けば、国内航空貨物と国
際航空貨物では取扱業者も異なる。

�

１　取引形態と条件

　航空貨物輸送では、利用航空運送業、航空運送
代理店業とも、運送手段は自ら保有せず航空会社
に全面的に依存しており、仕入原価に該当するの
は航空会社への支払運賃となる。
　航空運賃の支払は、国際貨物では IATAの決済
ルール、国内貨物についても国内航空会社共通の
ルールがあり、これに従って行われている。毎月
前半は１５日まで、後半は月末までで締め切り、国
際貨物の場合は各締切日の翌日から起算して３０日
以内、国内貨物の場合は１０日以内に現金、小切手
で決済される。
　他方、荷主からの受取運賃は売上げとなる。航
空貨物の大部分が継続運送される業務用貨物であ
り、それら貨物の荷主企業との間の運賃決済条件
は、個別に取り決められることとなる。大口荷主
については、月末締め、翌月末現金払いといった
決済条件が一般的である。
　なお、小口貨物取扱いにかかわる代理店手数料
の決済は、前記の航空会社に対してこの航空運賃
決済時に差引きで行われる。
２　資金需要

　航空会社への運賃決済と荷主からの運賃決済
は、時期が前述のように異なっているのが一般的
であり、航空会社への運賃支払が先行し、荷主か
らの運賃受取までの間の所要資金は通常、航空貨
物代理店業者が立て替えることとなる。また、国
際航空貨物を取り扱う業者のなかには、荷主の輸
入通関業務を手がけるところが多いが、こうした
業者の場合、貨物通関時の関税支払を立て替える

　ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ　 審査のポイント
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図表７　国内航空貨物の流れ

�

荷送人 

荷送人 

荷送人 

代理店 

代理店 

航空会社 航空会社 

混載業者 

接続運送業者 

荷受人 

荷受人 

荷受人 

引取り 

配達 

引取り 引取り 

(空港)(空港)

持込み 

持込み 

持込み 

持込み 

集荷 

持込み 

（資料）　「エアカーゴマニュアル」（㈱サンデー）



ケースが一般的である。
　以上の二つの立替資金負担が航空貨物運送業と
しての業種特性となっており、運転資金需要とし
ては不可欠なものである。
　設備資金需要としては、支店などの集荷営業網
の整備、集荷貨物の空港までの輸送用トラックの
所持などが最低限必要となっている。
　このほか特に国際航空貨物分野を主たる対象と
して、①自社物流網の拡充、②大規模な貨物情報
システムの構築、③海外での大型ターミナルの設
置、といったものも設備投資資金需要として考え
られるが、これらは、いずれも多額の資金を要す

るもので、取上げにあたっては十分な吟味が必要
である。
３　財務諸表の見方

　航空貨物代理店業界をみると、陸運、海運、鉄
道、倉庫、旅行業などの大企業、またはそれら業
界を出身母体とする大企業系列の企業が多数を占
めているし、国内貨物分野で見受けられる地場企
業も、当該地域で有力な事業基盤を有している企
業が多い。
　ただ、個別企業について、航空貨物事業に関す
る経営内容の検討・比較を行う場合、現状はきわ
めてむずかしい。利用可能な業界関連の資料・統
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図表８　国際航空貨物の流れ

�
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(着地サイド)

セールス 
集荷 

HOUSE運送状発行 

混載マニュフェスト発行 

MASTER運送状発行 

搬入 
(保税輸送)

航空輸送 

引渡し 

仕分 
通関 

配達 
(引渡し)
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*

（注）　＊AWB（Master AWB）の配布対象は航空代理店のみで混載業者はAWBを発行することはできない。
　　　そこで混載業者は、集荷した貨物を航空会社に搬入する際はグループを形成している代理店１社が代表してAWBを発行する
（単独の場合も同様）。

（資料）　「エアカーゴマニュアル」（㈱サンデー）



計類は貨物量に関するものにほぼ限定されてお
り、企業経営・業績について公開されているもの
はほとんどないのが実情である。また、非上場企
業が多いうえ、兼業が中心で部門ごとの損益も把
握しづらいといった問題もある。
　以上のような制約があることを念頭に置き、航
空貨物代理店事業に限定して経営上のポイントと
目される点につき、以下にみていきたい。
①　利用航空運送事業が中心の航空貨物代理店
は、集荷力が事業の収益力・成長力に直接影響
を与えることから、取扱貨物量と業界シェアの
推移は最大の着目点といえる。ただし、集荷量
は受託運賃水準に大きく左右される側面があ
り、安値受注は利益率の悪化要因となることか
ら、無理な運賃値下げを行っていないか留意す
る必要がある。

②　航空貨物の場合、業務用貨物のウェイトが高
く、安定的な大口荷主の確保も重要となる。大
口荷主を有しているか否かを確認し、また、特
定の大口荷主や特定の貨物に売上げを大きく依
存している場合、その荷主との取引動向や貨物
の需要動向をチェックすることが必要不可欠で
ある。

�

　航空貨物代理店が受け取る荷主からの運賃は、
厳しい値引要求にさらされて低下傾向をたどるこ
とが見込まれる。したがって、収益向上には運賃
低下を取扱量の増加でいかにカバーするかがポイ
ントとなる。これには、荷主のニーズにきめ細か
に対応して、荷主獲得およびその取扱シェアの向
上を進めていくことが必要で、設備の充実した国
内外のネットワーク網や周辺サービスの拡充、貨
物情報システムの機能強化を図っていくことが重
要になるとみられる。

�

　多業種との兼業が多いため、貸出をする場合
は、どの事業の何に使うかといった資金使途（航
空会社への運賃支払が先行することに伴う収支ズ
レ、輸入貨物の関税支払資金の肩代り、あるいは
物流設備拡充のための設備資金）を明確にしてお

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ　収益向上・経営改善へのアドバイス

ⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥⅥ　Ⅵ　取引推進上のポイント

く必要がある。
　新規取引獲得にあたっては、航空貨物代理店
は、他の物流関連業者と業務上でさまざまなつな
がりがあるとみられるため、取引のある物流関連
事業者に紹介を依頼することが考えられる。ま
た、取引深耕には、積極的に物流関連業者や荷主
を紹介していくことが有効な方策とみられる。

�

①　航空法（航空運送代理店事業者）
②　貨物運送取扱事業法（利用航空運送事業者）
③　IATA貨物代理店規則……現在、世界の航空
輸送の９０％以上が IATAに加盟の航空会社によ
り行われており、国際貨物を取り扱うには貨物
代理店規則に基づき IATAの貨物代理店として
認可されることが不可欠となっている。

�

◆�航空貨物運送協会（JAFA）
所在地…〒１０３－００１１　東京都中央区日本橋大伝

馬町６―５（岩清日本橋ビル）
電話……０３（５６９５）８４５１
FAX……０３（５６９５）８４５５
ホームページアドレス 
……http://www.jafa.or.jp/
◆国際航空運送協会（IATA）
所在地…〒１０５－０００４　東京都港区新橋１―１８―１

（航空会館４F）
電話……０３（３５９５）１８７８
FAX……０３（３５９７）０６３３

　ⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦⅦ　関連法規制・制度融資等

　ⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧⅧ　 業 界 団 体
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